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●代理受領制度のイメージ （耐震改修工事費200万円 補助金額150万円の場合）

●代理受領制度利用の流れ

田辺市住宅耐震改修事業費補助金の代理受領制度について

制度を利用しない場合

①補助金申請時に代理受領利用予定申請書を届出る
②工事完了後、工事代金（工事費と補助金の差額）を支払う
③工事完了報告時に代理受領利用申請書を届出る
④検査後、交付確定通知書を送付する
⑤代理受領を委任する（委任状作成）
⑥請求書及び委任状を提出
⑦補助金支払い

田辺市

工事費支払い 200万円

補助金支払い
150万円

申請者 施工業者

代理受領制度は申請者が補助金の受け取りを施工業者に委任することで、施工業者が補助金
を受け取ることができる制度です。
この制度を利用することで、申請者は工事費支払い時の金銭的な負担を軽減できます。

申請者施工業者 田辺市② ⑤ ① ③

④
⑥

⑦

制度を利用する場合

通常の手続きに加えて赤字で記した書類の作成・届出等が必要となります

田辺市

工事費支払い 50万円

補助金支払い
150万円

申請者 施工業者


